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１ 序文 

群馬県市町村会館管理組合（以下「本組合」という。）における女性職員の活躍の推進

に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９条に基づき、本組合管理者が策

定する特定事業主行動計画である。 

 

２ 計画期間 

  行動計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とする。 

  本計画は、平成２８年度から令和２年度まで（以下「前期」という。）の計画に引き続

き、新たな計画期間として計画するものである。 

 

３ 平成２８年度～令和２年度の状況 

（１）職員に占める女性職員の割合 

年度 

区分 
H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

男性職員 ４名（80%） ４名（80%） ４名（80%） ４名（80%） ４名（80%） 

女性職員 １名（20%） １名（20%） １名（20%） １名（20%） １名（20%） 

合  計 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名 

※併任職員を除く。 

 

（２）採用した職員に占める女性職員の割合 

当組合では、職員定数上限の 5 名の職員がすでに在籍している。また職員の年齢構

成も年齢が近い職員で構成されているアンバランスな状況であり、当面の間、新たな

職員の採用が出来ない状況である。 

よって、平成２８年度から令和３年度までの期間における職員採用はなかった。 

 

（３）平均した継続勤務年数の男女差異（離職率の男女の差異） 

平成２８年度から令和２年度までにおける当組合の職員の離職者はいなかった。ま

た、職員の平均継続勤務年数は、令和 2 年度末において、男性職員で２６．２年、女

性職員で３７年であった。 

本組合では、男女ともに継続勤務年数は長い傾向にあるが、平成１０年度に男性職

員１名採用以降、令和３年度までの２３年間職員の採用実績がないことが理由にあげ



られる。 

 

（４）職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

平成 28 年度から令和２年度までの職員一人当たりのごとの超過勤務時間について

は、下表のとおりであった。 

 

超過勤務時間一覧（H28～R2）                （単位：時間） 

年度 

区分 
H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

男性職員① 12 6    

男性職員② 0 0 17   

男性職員③ 15 17 17 9 22 

男性職員④ 0 5 15 3 2 

女性職員① 9 6 3 10 17 

総計時間 36 33 52 22 41 

年間一人当たりの平

均時間 
7.2 6.6 13 7.3 13.6 

※ 男性職員①は、平成３０年度から、男性職員②は、令和１年度から管理職に昇任

したことに伴い、超過勤務時間の対象職員から外れた。 

 

本組合は全体的に超過勤務時間が少ない状況にあり、超過勤務時間の上限を超えた

職員は、いなかった。 

ただ、令和 1 年度から一人当たりの超過勤務時間に対する女性職員の実施割合が少

しずつ大きくなってきていることから今後は、管理職によるフォロー体制の強化や職

員間の業務連携などを図り、更なる超過勤務時間の縮減に努める取り組みは必要だと

考える。 

 

（５）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

区  分 

 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

 

 

事務 

局長 
次 長 課 長 係 長 主 幹 主 任 主 事 主 事 

職 員 数 

H28 

0 人 0 人 0 人 2 人 2 人 1 人 0 人 0 人 

男性職員 0 人 0 人 0 人 1 人 2 人 1 人 0 人 0 人 

女性職員 0 人 0 人 0 人 １人 0 人 0 人 0 人 0 人 

女性職員の割合 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

職 員 数 

H29 

0 人 0 人 0 人 3 人 1 人 １人 0 人 0 人 

男性職員 0 人 0 人 0 人 ２人 1 人 １人 0 人 0 人 

女性職員 0 人 0 人 0 人 １人 0 人 0 人 0 人 0 人 

女性職員の割合 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

職 員 数 

H30 

0 人 0 人 １人 2 人 1 人 １人 0 人 0 人 

男性職員 0 人 0 人 １人 1 人 1 人 １人 0 人 0 人 

女性職員 0 人 0 人 0 人 １人 0 人 0 人 0 人 0 人 

女性職員の割合 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 



職 員 数 

R1 

0 人 0 人 ２人 2 人 0 人 １人 0 人 0 人 

男性職員 0 人 0 人 2 人 １人 0 人 １人 0 人 0 人 

女性職員 0 人 0 人 0 人 １人 0 人 0 人 0 人 0 人 

女性職員の割合 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

職 員 数 

R2 

0 人 0 人 2 人 2 人 1 人 0 人 0 人 0 人 

男性職員 0 人 0 人 2 人 1 人 1 人 0 人 0 人 0 人 

女性職員 0 人 0 人 0 人 １人 0 人 0 人 0 人 0 人 

女性職員の割合 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

（６）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

   本組合における管理的地位にある職員は、課長職以上となっている。平成 28 年度

には該当する職員はいなかったが、人事評価等の能力評価に基づき、平成 29 年に男

性職員 1 名が、平成 30 年度に男性 1 名が課長職に昇任しており、令和 2 年度におけ

る管理的地位にある職員は、全職員５名中２名おり、そのうち女性職員はいなかっ

た。 

 

（７）男女別の育児休業取得率及び取得期間 

   平成 28 年度から令和 2 年度までの間において、男性職員、女性職員ともに育児休

業取得対象職員がいなかったため、実績はなかった。 

 

（８）男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び取得日数 

平成 28 年度から令和 2 年度までに配偶者出産休暇の取得対象となった男性職員は

いなかった。 

なお、育児参加のための休暇として、男性職員 1 名が「子の看護」の特別休暇を次

のとおり取得した。 

平成 29 年度、平成 30 年度 各年度 1 日 

 

 

４ 数値目標 

現在、管理的地位にある職員である課長職以上の職員に占める女性職員はゼロであ

る。平成 28 年度から令和 2 年度までの間に、人事評価による能力評価を基に男性職

員 2 名が課長職についたため、当面は、管理的地位にある職位に配置することは、難

しいと考える。 

また、新たな管理職ポストを設置し、女性職員を配置する考え方もあるが、本組合

が極めて小規模な組織であり、建物管理のみを業務として行う一部事務組合であるた

め、新たな管理職ポストを設置することは難しい。その他、在職職員の平均年齢が高

くなってきおり、すでに子育て世代を過ぎたことから、育児参加のための休暇の取得

者もいない。こうした状況を解消していくためには、今後は、新たな職員の採用を検

討するなど、組織の新陳代謝が望まれるところである。 

このことから、令和 3 年度から令和７年度までの間における具体的な数値目標は、

以下のとおりとする。 

 



〇令和７年度までに職員のワークライフバランスを推進し、１人あたりの年次有給

休暇の取得日数を１０日以上とし、その平均取得率を５０％以上とする。 

 

その他、数値目標とは別に、女性職員に当該組織内で中心的な役割を果たし、女性

職員が活躍できる場を設け、働きやすい環境づくりを積極的に目指していく。 

 

５ 取組み内容 

４で設定した数値目標の達成のため、以下に掲げる取組みを行う。 

なお、この取組みは、本組合において女性職員の職業生活における活躍に関する状況

を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するもの

から順に掲げている。 

 

① 前期に引き続き、組織内の女性活躍の場を設けるため、積極的に多様な業務に関わ

らせながら、職員育成を図る。 

② 前期に引き続き、女性職員のスキルアップを図るため、外部研修等に積極的に参加

できる環境づくりを推進する。 

③ 令和３年度より、ワークライフバランスを推進し、よりそれぞれの職員が年次有給

休暇を取得できりよう、効率的な業務運営と職員間の良好な関係を活かしたフォロー

アップ体制を築く。 

以上 


